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オーストラリアの
多文化主義政策

　人口の約4分の1が外国で生まれた国民により構成されるオーストラリア。
　1901年の連邦国家結成以来、非白色人種の移住を制限する白豪主義政策などを経験しながら、現
在では、異なる民族・文化・宗教を尊重し共に社会を構成していく思想、いわゆる多文化主義の思想
が社会各層に浸透しており、行政、NPO、地域社会が一体となった取組が進められている。
　社会に貢献する移民を地域でどのように受入れていくか。オーストラリアの事例は、日本の今後の
政策に参考になる部分が多くあると思われ、今回は、ニューサウスウェールズ州の取組を中心にオー
ストラリアの多文化主義政策について報告する。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
英
語
を
公
用
語
と
す
る
英

語
圏
国
家
の
一
つ
で
あ
り
、
日
本
と
の
時
差
が
小
さ

い
こ
と
か
ら
、
多
く
の
学
生
が
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
英
語

の
学
習
や
異
文
化
体
験
の
た
め
訪
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
英
国
の

系
統
を
引
く
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
住
民
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
社
会
で
あ
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、

実
は
総
人
口
の
約
四
分
の
一
が
海
外
で
生
ま
れ
た

者
で
構
成
さ
れ
る
多
文
化
社
会
で
あ
る
。
例
え
ば

主
要
都
市
の
一
つ
で
あ
る
メ
ル
ボ
ル
ン
は
、
ギ
リ
シ

ャ
系
住
民
の
人
口
が
ギ
リ
シ
ャ
の
国
外
で
最
も
多

い
都
市
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

街
中
に
は
海
外
か
ら
の
食
材
が
豊
富
に
取
り
揃

え
ら
れ
、
各
地
域
か
ら
の
料
理
人
も
集
ま
り
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
代
表
的
な
料
理
「
モ
ダ
ン
・
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
ン
」
は
、
国
内
で
と
れ
た
新
鮮
な
素
材

に
ア
ジ
ア
は
じ
め
各
地
域
の
調
理
技
法
を
施
し
た

融
合
料
理
で
あ
り
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
る
。

多
文
化
国
家
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
一
九
〇
一
年

の
連
邦
結
成
以
来
、
幾
度
も
政
策
の
方
針
転
換
が

な
さ
れ
た
後
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

連
邦
結
成
時
の
「
移
住
制
限
法
（Im

m
igration 

Restriction Act 1901

）」
に
基
づ
く
白
豪
主
義
政

策
（W

hite Australian Policy

）
か
ら
、
第
二
次

世
界
大
戦
後
の
国
内
労
働
力
不
足
解
消
の
た
め
の

イ
タ
リ
ア
・
ギ
リ
シ
ャ
等
南
欧
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

移
民
の
大
量
受
け
入
れ
や
七
〇
年
代
の
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
を
背
景
と
し
た
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
受
け
入
れ

が
契
機
と
な
っ
た
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
移
民
の
急
増

と
い
っ
た
流
れ
の
中
で
、
七
三
年
の
白
豪
主
義
の

放
棄
、
七
五
年
の
人
種
差
別
禁
止
法
（Racial 

D
iscrim

ination Act 1975

）
の
制
定
を
通
じ
て
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
多
文
化
主
義
社
会
に
向
け
た

取
組
を
本
格
化
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。

豪
州
統
計
局
（
Ａ
Ｂ
Ｓ: Australian B

ureau 
of Statistics

）
で
は
、
五
年
に
一
度
す
べ
て
の
滞

在
者
を
対
象
に
国
勢
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

調
査
に
は
、
出
生
地
、
話
す
言
語
、
宗
教
、
出

身
民
族
あ
る
い
は
英
語
面
で
の
補
助
の
必
要
性
と

い
っ
た
項
目
も
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

調
査
結
果
は
公
的
部
門
が
行
う
多
文
化
主
義
政
策

立
案
の
基
礎
資
料
と
さ
れ
る
。
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直
近
の
調
査
は
二
〇
〇
六
年
に
実
施
さ
れ
た
が
、

そ
の
調
査
結
果
と
統
計
局
の
最
近
の
公
表
数
値
な

ど
を
用
い
て
文
化
多
様
性
国
家
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
特
徴
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（１） 
人
口

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
総
人
口
は
約
二
一
四
〇
万
人

（
〇
八
年
六
月
末
時
点
）
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
国

内
で
出
生
し
た
者
が
約
一
五
九
〇
万
人
（
七
四
％
）、

国
外
で
出
生
し
た
者
が
約
五
五
一
万
人
（
二
六
％
）

で
あ
る
。
国
外
出
生
者
の
出
身
国
に
つ
い
て
は
、

表
―

１
の
と
お
り
で
、
最
も
多
い
の
が
旧
宗
主
国
で

あ
る
英
国
、
次
い
で
近
隣
国
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
と
な
っ
て
い
る
が
、
中
国
及
び
イ
ン
ド
と
い
っ

た
新
興
の
移
民
グ
ル
ー
プ
が
近
年
急
増
し
て
い
る
。

（２） 

宗
教

表
―

２
の
と
お
り
キ
リ
ス
ト
教
が
全
体
の
約
六
四

％
を
占
め
て
お
り
、
今
で
も
最
大
宗
教
と
な
っ
て

い
る
が
、
近
年
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
移
民
急
増
を

背
景
に
、
前
回
（
〇
一
年
）
国
勢
調
査
時
と
の
比

較
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
仏
教

と
い
っ
た
宗
教
の
信
仰
者
が
増
加
し
て
い
る
。

（３） 

言
語

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
公
用
語
は
英
語
で
あ
る
が
、

約
三
一
〇
万
人
（
全
人
口
の
一
五
・
八
％
）
が
家
庭

に
お
い
て
英
語
以
外
の
言
語
を
使
用
し
て
い
る
（
表

―

３
）。
ま
た
図
中
央
に
あ
る
「
国
内
で
生
ま
れ
た

者
の
占
め
る
割
合
」
と
は
、
英
語
以
外
の
言
語
を

家
庭
で
話
す
者
の
う
ち
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
内
で

出
生
し
た
者
の
割
合
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ

れ
ば
ギ
リ
シ
ャ
・
イ
タ
リ
ア
・
ア
ラ
ビ
ア
語
な
ど
は
、

子
供
世
代
に
ま
で
維
持
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
こ
と

が
わ
か
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
多
文
化
主
義
政
策
は
、
移

民
に
対
す
る
定
住
支
援
政
策
の
中
で
展
開
さ
れ
る
。

移
民
に
関
す
る
政
策
は
、
毎
年
の
移
民
・
難
民

の
受
け
入
れ
計
画
や
滞
在
査
証
の
発
給
な
ど
と
い

っ
た
入
国
に
関
す
る
政
策
（
入
国
管
理
政
策
）
と

入
国
後
の
移
民
・
難
民
の
社
会
定
着
に
向
け
た
各

種
支
援
に
係
る
政
策
（
定
住
支
援
政
策
）
で
構
成

さ
れ
、
後
者
の
定
住
支
援
政
策
に
つ
い
て
、
そ
の

根
本
と
な
る
思
想
は
時
の
社
会
情
勢
及
び
政
権
方

針
に
よ
り
幾
度
と
修
正
が
な
さ
れ
、
同
化
政
策
か

ら
統
合
政
策
、
そ
し
て
多
文
化
主
義
政
策
へ
と
変

遷
を
歩
み
、
そ
の
政
策
範
囲
は
変
遷
と
と
も
に
拡

充
さ
れ
て
き
た
。

現
在
の
多
文
化
主
義
政
策
は
、
直
接
の
移
民
に

対
す
る
定
住
支
援
の
ほ
か
に
、
文
化
の
多
様
性
を

包
容
で
き
る
社
会
推
進
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
、

各
行
政
主
体
あ
る
い
は
非
政
府
組
織
が
役
割
分
担

を
行
い
政
策
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

多
文
化
主
義
政
策
の
推
進
に
お
け
る
行
政
機
関

多
文
化
主
義
政
策
の
位
置
付
け

出典：豪州統計局（ABS）
3412.0 Migration, Australia 2007-2008

出典：豪州統計局（ABS）
1301.0 Year Book Australia 2008

出典：豪州統計局（ABS）
1301.0 Year Book Australia 2008

表-1：出身国別人口及び構成比

表-2：主な宗教の状況（2006年国勢調査時点）

表-3：家庭で使用する言語（2006年国勢調査時点）

順位 出身国 人口
（人）

構成比
（%）

1 英国 1,166,515 5.44
2 ニュージーランド 494,579 2.31
3 中国（香港を除く） 313,572 1.46
4 インド 239,925 1.12
5 イタリア 221,721 1.03
6 ベトナム 193,288 0.90
7 フィリピン 155,124 0.72
8 ギリシャ 136,201 0.64
9 南アフリカ 130,501 0.61
10 ドイツ 126,500 0.59
11 マレーシア 120,053 0.56
26 日本 47,170 0.22

宗教名 宗徒数
（千人）

構成比
（%）

対2001年
増加率
（%）

キリスト教 12,685.8 63.89 -0.61

仏教 418.8 2.11 17.0

イスラム教 340.4 1.71 20.9

ヒンズー教 148.1 0.75 55.1

ユダヤ教 88.8 0.45 5.8

その他 109.0 0.55 18.0

無宗教 3,706.6 18.67 27.5

不明 2,357.8 11.87 7.8

合計 19,855.3 100.00 5.8

言語名 人数
（千人）

国内で生まれた
者の占める割合
（%）

全人口に
占める割合
（%）

イタリア語 316.9 42.1 1.6
ギリシャ語 252.2 52.8 1.3
中国語（広東語） 244.6 21.4 1.2
アラビア語 243.7 42.9 1.2
中国語（北京語） 220.6 12.6 1.1
ベトナム語 194.9 30.3 1.0
スペイン語 98.0 24.4 0.5
タガログ語 92.3 15.0 0.5
ドイツ語 75.6 19.9 0.4
ヒンディー語 70.0 13.7 0.4
その他の言語 1,292.7 6.6
合計 3,101.5 15.8

各
行
政
機
関
の
役
割
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の
役
割
を
単
純
化
す
る
と
、
統
一
的
に
行
う
こ
と

が
望
ま
し
い
必
要
最
低
限
の
サ
ー
ビ
ス
を
連
邦
政

府
が
担
当
し
、
住
民
生
活
に
直
結
す
る
サ
ー
ビ
ス

は
各
州
政
府
及
び
地
方
自
治
体
が
提
供
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
連
邦
政
府
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の

う
ち
、
住
民
生
活
に
身
近
な
政
策
で
あ
り
、
社
会

の
イ
ン
フ
ラ
で
も
あ
る
二
つ
の
事
業
を
紹
介
す
る
。

（１） 

成
人
移
民
の
た
め
の
英
語
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｐ
）

（Adult M
igrant English Program

）

到
着
し
て
間
も
な
い
移
民
を
対
象
に
、
日
常
生

活
あ
る
い
は
就
職
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
英
語

能
力
を
養
成
す
る
た
め
、
最
高
で
五
一
〇
時
間
の

英
語
学
習
機
会
が
提
供
さ
れ
る
。

一
定
要
件
（
一
八
歳
以
上
や
永
住
権
保
持
者
な

ど
）
を
満
た
し
た
移
民
は
無
料
で
受
講
が
可
能
で
、

小
さ
な
子
供
を
持
つ
者
に
対
し
て
は
受
講
中
は
無

料
で
保
育
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
は
州
政
府
を
通
じ
全
国
二

五
〇
以
上
の
州
政
府
の
教
育
関
係
施
設
で
提
供
さ

れ
、
そ
の
経
費
を
連
邦
政
府
が
負
担
す
る
。
ニ
ュ

ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
で
は
、
州
が
運
営
す
る
成

人
移
民
教
育
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

カ
レ
ッ
ジ
ま
た
は
高
等
職
業
専
門
学
校
等
の
施
設

を
使
っ
て
実
施
さ
れ
る
。

授
業
形
式
は
、
教
育
施
設
で
の
授
業
の
ほ
か
、

遠
隔
地
に
い
る
受
講
生
に
対
す
る
通
信
教
育
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
生
徒
宅
で
の
訪
問
授
業
な
ど

も
あ
る
。

（２） 

翻
訳
・
通
訳
サ
ー
ビ
ス
（
Ｔ
Ｉ
Ｓ
）

（Translating and Interpreting Service

）

ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
（
以
下
「
Ｎ
Ｓ
Ｗ

州
」
と
い
う
。）
は
、
面
積
約
八
〇
万
四
千
k㎡
（
日

本
の
面
積
の
二
・

一
四
倍
、
国
内
五

番
目
の
規
模
）
で
、

人
口
は
約
六
五
〇

万
人
の
国
内
最
大

の
人
口
を
抱
え
る

州
で
あ
る
。

海
外
生
ま
れ
の

住
民
は
約
一
六
〇

全
国
ど
こ
か
ら
で
も
利
用
可
能
な
通
訳
・
翻
訳

サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
通
訳
サ
ー
ビ
ス
は
、
毎
日
二

四
時
間
一
三
〇
以
上
の
言
語
と
方
言
に
対
応
し
て

い
る
。

通
訳
形
式
と
し
て
は
、
両
当
事
者
が
通
訳
を
介

し
て
三
者
間
で
の
電
話
に
よ
る
通
訳
と
現
地
で
の

対
面
通
訳
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

サ
ー
ビ
ス
利
用
は
原
則
有
料
で
あ
る
が
、
公
的

機
関
が
住
民
と
対
話
す
る
た
め
の
利
用
ま
た
は
緊

万
人
で
、
こ
ち
ら
も
国
内
最
大
で
、
州
内
全
人
口

に
占
め
る
割
合
は
二
三
・
八
％
と
な
っ
て
い
る
。

図
は
、
州
内
各
地
域
の
海
外
生
ま
れ
住
民
の
比

率
を
示
し
た
も
の
で
、
シ
ド
ニ
ー
中
心
部
を
含
む

シ
ド
ニ
ー
都
市
圏
が
高
い
割
合
と
な
っ
て
い
る
。

前
述
の
と
お
り
住
民
の
日
常
生
活
に
直
結
し
た

政
策
は
、
州
・
地
方
自
治
体
及
び
非
政
府
組
織
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
州
が

担
う
役
割
が
広
範
で
、
そ
の
担
当
分
野
は
、
義
務

教
育
、
保
健
医
療
、
上
下
水
道
、
警
察
・
消
防
な

ど
に
及
び
、
州
政
府
の
方
針
如
何
が
州
全
体
の
多

急
時
に
お
け
る
住
民
の
公
的
機
関
へ
の
ア
ク
セ
ス

な
ど
の
利
用
に
つ
い
て
は
無
料
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
翻
訳
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も
一
般
的
に
は

有
料
で
あ
る
が
、
永
住
権
保
有
者
が
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
で
の
定
住
に
必
要
と
な
る
書
類
（
運
転
免
許

証
、
学
歴
証
明
書
、
職
業
資
格
証
明
書
等
）
の
翻

訳
に
つ
い
て
、
一
定
要
件
（
永
住
許
可
後
二
年
以
内

な
ど
）
を
満
た
す
場
合
に
は
、
無
料
で
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

州
政
府
の
役
割

2

前
シ
ド
ニ
ー
事
務
所
所
長
補
佐　

 

甘
利　

昌
也
（
総
務
省
派
遣
）

ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
の

多
文
化
主
義
政
策
の
取
組

特
集ニ

ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州

の
概
要

出典：豪州統計局（ABS）
2006年国勢調査結果より

図：NSW州の移民の居住分布
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第
３
条　

多
文
化
主
義
の
原
則

（１） 

議
会
は
、
Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
の
住
民
が
言
語
、
宗
教
、
人

種
及
び
民
族
に
関
し
て
異
な
る
環
境
を
有
し
、
住

民
が
個
人
と
し
て
又
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
他
の
構

成
員
と
共
に
、
自
ら
の
言
語
、
宗
教
、
人
種
及
び

民
族
の
継
承
に
関
し
公
言
し
、
実
行
し
、
維
持
す

る
こ
と
が
で
き
る
自
由
を
有
す
る
こ
と
を
認
識
す

る
。
議
会
は
そ
の
た
め
に
、
以
下
に
掲
げ
る
多
文

化
主
義
の
原
則
を
支
持
し
、
促
進
す
る
。

（ａ） 

第
１
原
則

Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
の
す
べ
て
の
個
人
は
、
公
民
と
し

て
法
律
上
参
加
す
る
こ
と
が
可
能
な
す
べ
て
の

場
面
に
お
い
て
、
最
大
限
の
寄
与
又
は
参
加
の

機
会
が
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（ｂ） 

第
２
原
則

す
べ
て
の
個
人
及
び
機
関
は
、
英
語
が
共
通

語
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
的
及
び
制
度

的
な
枠
組
の
範
囲
内
で
、
他
人
の
文
化
、
言

語
及
び
宗
教
を
尊
重
し
、
提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（ｃ） 

第
３
原
則

す
べ
て
の
個
人
は
、
Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
政
府
に
よ
り

提
供
さ
れ
又
は
処
理
さ
れ
る
事
業
及
び
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
い
て
、
最
大
限
の
利
用
又
は
参
加
の

機
会
が
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（ｄ） 

第
４
原
則

Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
の
す
べ
て
の
機
関
は
、
Ｎ
Ｓ
Ｗ
州

の
住
民
に
存
す
る
言
語
及
び
文
化
の
財
産
が

貴
重
な
資
産
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
こ
の
資

産
を
州
の
発
展
の
た
め
に
最
大
限
に
な
る
よ
う

促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（２） 

略
（３） 

多
文
化
主
義
の
原
則
は
州
の
政
策
で
あ
る
。

（４） 

し
た
が
っ
て
、
各
公
的
団
体
は
、
事
務
を
実
施
す

る
に
当
た
り
、
多
文
化
主
義
の
原
則
を
遵
守
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（５） 

各
公
的
団
体
の
最
高
経
営
責
任
者
は
、
そ
の
所
管

事
務
の
範
囲
に
お
い
て
、
本
条
の
規
定
を
実
施
す

る
責
務
を
有
す
る
。

文
化
主
義
社
会
の
デ
ザ
イ
ン
を
左
右
す
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
「
多
文
化
主
義
の

原
則
」
及
び
州
全
体
の
多
文
化
主
義
政
策
の
推
進

機
関
で
あ
る
「
Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
に
お
け
る
多
文
化
主
義
の

た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
関
係
委
員
会
（C

om
m
unity 

Relations C
om
m
ission For a m

ulticultural 
N
SW

、
以
下
「
Ｃ
Ｒ
Ｃ
」
と
い
う
。）」
の
設
立
を
規

定
し
た
『
二
〇
〇
〇
年
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
関
係
委
員
会

及
び
多
文
化
主
義
の
原
則
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
律
」
と
い
う
。）』
を
制
定
し
、
州
内
の
多
文
化

主
義
政
策
を
強
力
に
推
進
す
る
体
制
を
整
備
し
た
。

法
律
は
、
二
七
条
及
び
四
つ
の
附
則
で
構
成
さ

れ
、
第
一
章
に
お
い
て
「
多
文
化
主
義
の
原
則
」

を
規
定
し
、
第
二
章
以
降
で
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
構
成
や
任

務
を
規
定
し
て
い
る
。

法
律
で
は
多
文
化
主
義
の
原
則
は
次
の
よ
う
に

規
定
さ
れ
て
い
る
。（
第
一
項
）

第
三
項
に
お
い
て
、
多
文
化
主
義
の
原
則
は
州

の
政
策
で
あ
る
と
宣
言
し
、
第
四
項
に
お
い
て
各
公

的
団
体
の
原
則
へ
の
遵
守
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

な
お
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
地
方
自
治

体
は
、
州
法
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
も
の
な
の
で
、

こ
の
公
的
団
体
に
は
地
方
自
治
体
も
含
ま
れ
、
原

則
を
遵
守
す
る
責
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
。

州
政
府
の
行
政
は
、
教
育
で
あ
れ
ば
教
育
訓
練

省
、
公
営
住
宅
に
つ
い
て
は
住
宅
省
と
い
っ
た
よ
う

に
各
省
庁
が
担
当
の
行
政
を
所
管
し
て
い
る
。
州

政
府
と
し
て
の
多
文
化
主
義
に
関
す
る
方
針
を
示

し
、
各
省
庁
へ
の
方
針
の
周
知
と
徹
底
を
図
る
と

と
も
に
、
各
省
庁
が
多
文
化
主
義
の
原
則
を
踏
ま

え
た
施
策
を
展
開
し
て
い
る
か
否
か
の
実
施
状
況
の

評
価
や
監
視
、
ま
た
は
州
政
府
全
体
の
長
期
行
動

計
画
の
策
定
な
ど
と
い
っ
た
省
庁
横
断
的
か
つ
総

合
的
な
政
策
を
担
う
機
関
が
Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
あ
り
、
二

〇
〇
〇
年
に
民
族
問
題
委
員
会
（Ethnic Affairs 

C
om
m
ission

）
を
発
展
改
組
し
て
設
立
さ
れ
た
。

（１） 

組
織

Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
委
員
会
、

事
務
局
及
び
地
域
諮
問
評
議
会
で
構
成
さ
れ
る
。

委
員
会
は
、
十
一
名
を
上
限
と
し
た
委
員
に
よ

り
構
成
さ
れ
、
委
員
の
う
ち
二
名
は
、
若
者
の
声

を
政
策
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
任
命
時
点
で
一
八

歳
以
上
二
四

歳
以
下
で
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ

て
い
る
。
一
〇

年
三
月
現
在

の
委
員
会
は
、

常
勤
の
委
員

長
（
事
務
局

多
文
化
主
義
に
関
す
る
原
則

Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
に
お
け
る
多
文
化
主
義

の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
関
係
委

員
会
（
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）

cCRC委員とNSW州首相
右手前が現在の委員長のステファン・カー
キシャリアン氏、中央右側の女性がNSW州
首相クリスティナ・キニーリー氏。CRC撮影
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② 

各
省
庁
の
多
文
化
主
義
政
策
の
実
施
状
況
の
監

視
及
び
評
価

各
省
庁
は
、
毎
年
度
の
多
文
化
主
義
政
策
に

関
す
る
実
施
計
画
を
定
め
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
お
り
、
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
計
画
策
定
に
際
し
て

評
価
し
、
技
術
的
助
言
を
与
え
る
。
計
画
に
基

づ
く
政
策
の
実
施
結
果
は
各
省
庁
の
年
次
報
告

書
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に

提
出
さ
れ
、
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
実
績
と
計
画
と
の
比
較

か
ら
達
成
状
況
を
監
視
し
、
そ
の
結
果
は
Ｃ
Ｒ

Ｃ
の
年
次
報
告
で
あ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
関
係
報

告
」
に
ま
と
め
ら
れ
、
同
報
告
は
州
議
会
に
提

示
さ
れ
る
。

以
上
は
政
策
企

画
面
で
の
業
務
で

あ
り
、
こ
の
ほ
か
、

民
族
グ
ル
ー
プ
や

地
方
自
治
体
が
開

催
す
る
イ
ベ
ン
ト

へ
の
財
政
支
援
や

多
文
化
主
義
に
お

け
る
優
れ
た
取
組
に
対
す
る
表
彰
の
実
施
あ
る
い

は
関
係
者
の
情
報
共
有
を
図
る
機
会
と
し
て
の
会

議
開
催
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

③ 

翻
訳
・
通
訳
サ
ー
ビ
ス

Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
お
い
て
も
、
毎
日
二
四
時
間
、
八

五
以
上
の
言
語
と
方
言
に
対
応
し
た
通
訳
・
翻

訳
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
で
独
自
の
通
訳
・
翻
訳
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
理
由
と
し
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
制

定
の
法
律
に
お
い
て
、
州
の
政
策
で
あ
る
多
文

の
首
席
行
政
官
兼
務
）
と
八
名
の
非
常
勤
の
委
員

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

事
務
局
に
は
七
二
名
の
職
員
が
勤
務
し
て
お
り
、

そ
の
他
に
通
訳
・
翻
訳
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
非
常

勤
の
通
訳
者
・
翻
訳
者
を
六
七
二
名
雇
用
し
て
い

る
（
〇
七
／
〇
八
年
度
実
績
）。

地
域
諮
問
評
議
会
は
、
地
方
部
に
お
け
る
課
題

や
意
見
を
集
約
す
る
た
め
州
内
一
〇
地
域
に
設
け

ら
れ
た
機
関
で
、
州
政
府
出
先
機
関
、
地
方
自
治

体
及
び
住
民
組
織
の
代
表
な
ど
が
構
成
員
と
な
り
、

定
期
的
な
会
議
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
意
見
等
は
委

員
会
ま
た
は
事
務
局
に
届
け
ら
れ
、
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
政

策
に
反
映
さ
れ
る
。

（２） 

事
業
概
要

Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
担
う
機
能
は
、
既
述
の
長
期
行
動
計

画
策
定
や
各
省
庁
の
多
文
化
政
策
実
施
状
況
の
監

視
・
評
価
と
い
っ
た
政
策
企
画
機
能
と
翻
訳
・
通

訳
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
民
族
メ
デ
ィ
ア
情
報
の
収

集
・
分
析
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
能
に
大
別

さ
れ
る
。

Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
実
施
す
る
幅
広
い
事
業
の
う
ち
、
特

徴
的
と
思
わ
れ
る
も
の
を
紹
介
す
る
。

① 

州
全
体
の
多
文
化
主
義
推
進
を
図
る
た
め
の
長

期
行
動
計
画
の
策
定

総
合
的
な
多
文
化
主
義
政
策
を
推
進
す
る
立

場
か
ら
、
社
会
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
と
そ
れ
に
向
け

た
政
府
各
機
関
の
役
割
を
規
定
し
た
長
期
行
動

計
画
「
文
化
的
調
和
―
こ
れ
か
ら
の
一
〇
年　

二

〇
〇
二
年
―
二
〇
一
二
年
（C

ultural H
arm
ony 

The N
EXT D

EC
AD
E 2002-2012

）」
を
策
定

し
、
施
策
の
総
合
化
を
展
開
し
て
い
る
。

化
主
義
の
原
則
の
一
つ
に
「
行
政
へ
の
参
加
の
機

会
の
最
大
限
付
与
」
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
原
則
を
履
行
す
る
た
め
州
が
住
民
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
装
置
と
し
て
整
備
し
た
も
の

で
あ
り
、
す
べ
て
の
州
政
府
機
関
（
公
立
医
療

機
関
に
お
け
る
医
療
通
訳
は
除
く
。
詳
細
後
述
）

が
同
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
。

通
訳
サ
ー
ビ
ス
は
、
対
面
通
訳
を
原
則
と
し

な
が
ら
も
、
地
方
部
・
遠
隔
地
で
必
要
言
語
の

通
訳
が
い
な
い
場
合
に
は
、
ビ
デ
オ
・
カ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
方
式
の
通
訳
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
翻
訳

サ
ー
ビ
ス
は
、
翻
訳
し
た
い
文
書
を
Ｃ
Ｒ
Ｃ
事

務
所
に
持
ち
込
み
、
翻
訳
を
依
頼
す
る
と
い
う

方
式
が
採
ら
れ
て
い
る
。

④ 

民
族
メ
デ
ィ
ア
（
新
聞
、
雑
誌
）
の
報
道
内
容
の

収
集
・
分
析
・
提
供
（M

ed
iaLink

）

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
内
で
は
約
一
〇
〇
種
類
の

非
英
語
新
聞
（
日
刊
、
週
刊
、
月
刊
）
が
刊
行

さ
れ
、
国
内
の
出
来
事
や
母
国
で
の
出
来
事
が

民
族
グ
ル
ー
プ
の
視
点
か
ら
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
は
、
読
者
層
が
多
い
と
さ
れ
る
十
二

言
語
の
新
聞
記
事
を
収
集
・
翻
訳
し
、
州
政
府

機
関
に
提
供
す

る
と
と
も
に
、

記
事
は
Ｃ
Ｒ
Ｃ

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

「M
ed
iaL
in
k

（
メ
デ
ィ
ア
・
リ

ン
ク
）」
に
蓄
積

さ
れ
る
。

デ
ー
タ
ベ
ー

cCRCが州議会に報告するコミュニティ
関係報告（右）。文化的調和―これからの10
年  2002年―2012年（左）

cMediaLinkデータベースのフロントページ。
CRCホームページより



7　自治体国際化フォーラム　Jun.  2010

オーストラリアの
多文化主義政策

特集

ス
は
、
〇
六
年
よ
り
情
報
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
活

用
し
て
お
り
、
民
間
企
業
や
政
党
な
ら
び
に
大

学
や
シ
ン
ク
タ
ン
ク
機
関
に
有
料
で
公
開
し
、

利
用
者
は
必
要
な
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
各
機
関
に
お
け
る
戦
略
の
立
案
や

事
業
の
実
施
の
上
で
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用

さ
れ
て
い
る
。

（３） 

最
近
の
課
題

①
イ
ス
ラ
ム
教
徒
系
住
民
へ
の
対
応

国
勢
調
査
の
結
果
な
ど
か
ら
も
、
最
近
イ
ス

ラ
ム
教
徒
の
数
が
増
加
し
て
お
り
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
に
お
け
る
主
要
な
宗
教
勢
力
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
〇
一
年
の
米
国
同
時
多
発
テ

ロ
や
〇
二
年
の
バ
リ
島
爆
弾
テ
ロ
事
件
な
ど
の

経
験
か
ら
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を

テ
ロ
リ
ス
ト
に
な
り
う
る
存
在
と
見
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
り
、
国
内
に
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
対
し

広
く
不
信
感
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
不
信
感
は
社
会
生
活
に
お
い
て
差
別
と

な
っ
て
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
現

象
と
し
て
、
例
え
ば
就
職
活
動
に
お
い
て
、
名

前
が
イ
ス
ラ
ム
系
と
い
う
だ
け
で
不
公
平
な
扱

い
を
受
け
る
と
い
っ
た
こ
と
が
現
実
に
起
こ
っ
て

い
る
。

Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す

べ
く
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
祭
典
や
イ
ベ
ン
ト
へ
の
支

援
を
通
じ
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
危
険
因
子
で
な

い
こ
と
に
国
民
の
理
解
を
得
る
活
動
や
イ
ス
ラ

ム
教
徒
住
民
を
対
象
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー
開
催
な

ど
を
通
じ
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社
会
へ
の
調

和
に
向
け
た
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。

②
衛
星
放
送
を
通
じ
た
海
外
放
送
へ
の
対
応

通
信
技
術
の
発
達
に
伴
い
、
移
民
が
衛
星
放

送
を
通
じ
て
母
国
の
放
送
を
受
信
・
視
聴
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。

母
国
の
放
送
に
お
い
て
は
、
世
界
的
な
事
件
・

事
象
を
母
国
の
視
点
か
ら
報
じ
て
お
り
、
番
組

を
通
じ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
一
般
認
識
と
異
な

る
母
国
の
考
え
が
民
族
グ
ル
ー
プ
に
一
般
化
し
、

そ
の
結
果
各
種
の
社
会
軋
轢
と
な
り
表
面
化
す

る
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
は
、
海
外
衛
生
放
送

が
民
族
グ
ル
ー
プ
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
も

注
視
し
て
お
り
、
今
後
対
応
が
必
要
に
な
る
と

考
え
て
い
る
。

（４） 

終
り
に
―
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
政
策
立
案
・
事
業
実
施
に

対
す
る
取
組
姿
勢
―

Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
は
、
良
い
政
策
・
事
業
は
、
机
上
の

議
論
で
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
地
域
あ
る

い
は
民
族
グ
ル
ー
プ
と
対
話
の
積
み
重
ね
か
ら
形

成
さ
れ
る
と
の
認
識
か
ら
、
政
策
実
施
に
責
任
を

持
つ
上
級
幹
部
が
積
極
的
に
州
内
各
地
域
を
訪
問

し
た
り
、
民
族
グ
ル
ー
プ
主
催
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加

し
た
り
す
る
こ
と
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
意
見
や
課

題
を
政
策
に
反
映
す
る
よ
う
心
が
け
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
連
邦
、
州
、
地
方
自
治
体

の
三
つ
の
行
政
機
関
の
う
ち
、
地
方
自
治
体
は
最

も
住
民
に
近
い
存
在
と
し
て
、
地
域
社
会
に
密
着

し
た
政
策
が
行
わ
れ
て
い
る
。

Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
の
「
一
九
九
三
年
地
方
自
治
法
（Local 

G
overnm

ent Act 1993

）」
第
八
条
に
は
、
自
治

体
の
綱
領
（
設
立
趣
旨
）
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
中
に
「
多
文
化
主
義
の
原
則
と
調
和
し
た
方

法
で
権
限
を
行
使
す
る
と
と
も
に
、
多
文
化
主
義

の
原
則
を
積
極
的
に
促
進
す
る
こ
と
。」
と
明
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
一
九
九
九
年
地
方
自
治
体

（
一
般
）
規
則
（Local G

overnm
ent 

（G
eneral

） 
Regulation 1999

）」
で
は
、
地
方
自
治
体
に
文
化

的
、言
語
的
多
様
性
を
持
つ
住
民
に
配
慮
し
た
「
社

会
／
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
計
画
」
を
策
定
す
る
こ
と
を
義

務
付
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
法
体
系
の
下
で
、
地
方
自
治
体
の

3

前
シ
ド
ニ
ー
事
務
所
所
長
補
佐　

 

亀
井　

帝
（
奥
州
市
派
遣
）

地
方
自
治
体
の
取
組

特
集多

文
化
主
義
政
策
に
お
け
る

地
方
自
治
体
の
役
割
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新
た
な
十
年
計
画
を
策
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、

新
た
な
計
画
は
達
成
状
況
及
び
社
会
情
勢
の
変
化

を
考
慮
し
四
年
毎
に
再
評
価
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。

ウ
ィ
ロ
ビ
ー
市
で
は
年
間
を
通
じ
て
様
々
な
文

化
的
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
ま
た
は
民
族
グ
ル
ー
プ
が

行
う
イ
ベ
ン
ト
を
支
援
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
グ
ル
ー
プ
内
の
団
結

力
向
上
、
母
国
あ
る
い
は
由
来
の
文
化
、
言
語
の

再
認
識
、
ま
た
他
の
民
族
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
は

異
文
化
理
解
の
場
に
も
な
っ
て
い
る
。

【
春
の
祭
典
「S

p
rin
g
 F
e
s
tiv
a
l

」】

そ
の
名
の
通
り
九
月
の
春
の
季
節
に
開
催
さ
れ

る
。
〇
九
年
は
約
二
カ
月
間
に
渡
り
、
四
五
の
イ

ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
そ
れ

ぞ
れ
の
文
化
に
ち
な
ん
だ
、
演
劇
、
音
楽
、
食
べ

物
や
飲
み
物
の
販
売
、
紹
介
を
す
る
。
そ
の
イ
ベ

ン
ト
の
中
に
は
「
日
本
の
文
化
紹
介
の
日
」
も
設

け
ら
れ
て
お
り
、
日
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
よ
さ
こ
い

ソ
ー
ラ
ン
を
披
露
し
た
ほ
か
、
お
茶
や
寿
司
と
い
っ

た
日
本
の
食
文
化
の
披
露
も
な
さ
れ
た
。

【C
h
in
e
s
e
 N
e
w
 Y
e
a
r

】

ウ
ィ
ロ
ビ
ー
市
の
民
族
グ
ル
ー
プ
の
中
で
最
も

大
き
い
の
が
中
国
系
移
民
で
あ
り
、
そ
の
数
は
年
々

急
速
に
増
加
し
て
い
る
。
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
市
で
は
毎

年
、
中
国
暦
の
新
年
（
旧
正
月
）
に
あ
た
る
二
月

に
盛
大
な
祭
り
を
開
催
し
、
一
年
の
幸
運
と
健
康

を
祈
願
す
る
。
市
の
中
心
部
で
歌
や
踊
り
の
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
を
披
露
す
る
ほ
か
、
数
多
く
の
出
店

が
立
ち
並
び
中
国
の
食
べ
物
や
芸
術
品
な
ど
の
販

売
が
実
施
さ
れ
る
。

「
多
文
化
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
・
情
報
セ
ン
タ
ー

（M
ulticultural O

ne Stop A
ssistance and 

Inform
ation C

entre

）」
は
、
そ
の
頭
文
字
を
取

っ
て
モ
ザ
イ
ク
（
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｃ
）
セ
ン
タ
ー
と
い

う
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
お
り
、
民
族
グ
ル
ー
プ
に

対
し
各
種
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
市
に
よ

っ
て
設
立
さ
れ
た
。
シ
ド
ニ
ー
北
部
地
域
で
は
唯
一

の
施
設
と
さ
れ
て
い
る
。

セ
ン
タ
ー
で
は
、
福
祉
に
関
す
る
情
報
提
供
や
、

第
二
言
語
と
し
て
の
英
語
学
習
機
会
の
提
供
、
税

金
還
付
の
手
順
の
指
導
な
ど
と
い
っ
た
日
常
生
活

に
必
要
な
サ
ポ
ー
ト
か
ら
、
歌
や
料
理
、
ダ
ン
ス

な
ど
サ
ー
ク
ル
活
動
の
場
の
提
供
を
し
て
い
る
ほ

か
、
母
国
の
言
語
能
力
維
持
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
言
語
学
習
の
機
会
や
母
国
語
で
の
講
演
会
の
場

を
提
供
し
、
健
康
に
関
す
る
話
題
、
賃
貸
等
の
権

利
問
題
、
異
文
化
問
題
等
を
扱
う
な
ど
、
興
味
深

く
且
つ
実
用
的
な
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
市

は
セ
ン
タ
ー
を
通
じ

て
多
種
多
様
な
活

動
の
場
を
提
供
し
、

地
域
住
民
と
の
交

流
を
保
ち
社
会
に

馴
染
む
こ
と
を
手

多
文
化
主
義
政
策
は
展
開
さ
れ
、
毎
年
の
実
施
状

況
及
び
達
成
事
項
に
つ
い
て
は
法
に
定
め
ら
れ
た

年
次
報
告
書
に
掲
載
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。シ

ド
ニ
ー
中
心
部
の
北
約
八
㎞
に
位
置
す
る
地

方
自
治
体
で
、
面
積
は
約
二
三
k㎡
、
二
〇
〇
六
年

の
国
勢
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
人
口
約
六
万
八
千
人
、

う
ち
約
三
〇
％
が
非
英
語
圏
の
背
景
を
持
つ
。
シ

ド
ニ
ー
都
市
圏
内
に
お
い
て
も
文
化
的
多
様
性
を

色
濃
く
感
じ
さ
せ
る
地
域
の
一
つ
で
あ
る
。

他
の
自
治
体
と
比
較
し
て
中
国
、
韓
国
、
日
本

と
い
っ
た
東
ア
ジ
ア
出
身
者
が
多
く
、
近
年
移
民

が
急
増
し
て
い
る
地
域
で
あ
り
、
ま
た
人
口
の
年

齢
区
分
別
の
多
い
順
に
三
五
歳
〜
四
九
歳
、
二
五

歳
〜
三
四
歳
と
な
っ
て
お
り
、
若
い
人
口
を
抱
え

る
地
域
と
な
っ
て
い
る
。

ウ
ィ
ロ
ビ
ー
市
は
「
多
様
性
あ
る
市
」
を
ス
ロ

ー
ガ
ン
に
掲
げ
、
多
様
な
文
化
や
言
語
を
重
ん
じ

る
地
域
社
会
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
る
。

市
で
は
、
言
語
、
文
化
、
人
種
及
び
宗
教
の
多

様
性
に
対
応
し
た
政
策
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す

る
た
め
、
職
員
の
採
用
に
お
い
て
、
文
化
的
多
様

性
を
持
つ
者
を
民
族
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当
官
と
し

て
雇
用
し
、
同
職
員
を
通
じ
た
民
族
グ
ル
ー
プ
の

ニ
ー
ズ
や
課
題
の
収
集
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
文
化
的
多
様
性
豊
か
な
社
会
発
展
を
図

る
た
め
、
市
で
は
社
会
計
画
を
策
定
し
、
同
計
画

に
基
づ
き
各
種
の
政
策
を
実
施
し
て
い
る
。
現
在

文
化
的
イ
ベ
ン
ト
の
実
施

モ
ザ
イ
ク（
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｃ
）セ
ン

タ
ー

cモザイクセンター内、各ルーム
での活動予定表

ウ
ィ
ロ
ビ
ー
市
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オーストラリアの
多文化主義政策

特集

を
読
め
る
こ
と
は
、
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
だ

け
で
な
く
、
自
国
の
文
化
を
維
持
す
る
こ
と
に
も

役
立
つ
の
で
、
図
書
館
の
存
在
意
義
は
大
き
い
。

ま
た
図
書
館
に
お
い
て
も
、
第
二
言
語
と
し
て

の
英
語
学
習
教
室
や
非
英
語
で
の
読
み
聞
か
せ
教

室
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

助
け
し
て
い
る
。

セ
ン
タ
ー
に
勤
務

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ス
タ
ッ
フ
の
多
く
も

か
つ
て
は
移
民
と
し

て
苦
労
を
重
ね
た
経

験
を
持
っ
て
お
り
、

移
民
の
目
線
に
立
っ
た
サ
ポ
ー
ト
が
可
能
と
な
っ
て

い
る
。

地
方
自
治
体
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
と
し
て
図
書

館
を
運
営
し
て
お
り
、
地
域
住
民
の
交
流
の
場
及

び
行
政
情
報
伝
達
の
場
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。

蔵
書
に
つ
い
て
も
地
域
の
特
性
が
配
慮
さ
れ
て
お

り
、
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
市
で
も
人
口
構
成
を
参
考
に
し

て
取
り
揃
え
る
書
物
を
決
め
て
い
る
。

ウ
ィ
ロ
ビ
ー
市
で
は
〇
九
年
六
月
末
現
在
で
蔵

書
数
は
約
二
〇
万
冊
、
そ
の
う
ち
約
三
万
冊
が
非

英
語
書
籍
で
あ
り
、
全
体
の
約
一
五
％
に
あ
た
る
。

言
語
数
は
一
二
言
語
。
非
英
語
書
籍
の
う
ち
の
二

五
％
が
日
本
語
書
籍
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
書
物
は
基
本
的
に
は
市
が
調
達
す
る
が
、

当
地
に
駐
在
員
等
の
短
期
滞
在
者
が
多
く
住
む
と

い
う
事
情
か
ら
、

寄
贈
さ
れ
る
書

物
も
少
な
く
な
い

と
い
う
。

移
民
に
と
っ
て

母
国
語
で
書
物

図
書
館
で
の
取
組

c多言語でセンターの紹介がされて
いる。右下には日本語での説明文もc日本語を含む多言語の書

物が多数取り揃えられている

移
民
・
難
民
の
定
住
支
援
に
つ
い
て
、
住
民
行

政
の
提
供
主
体
で
あ
る
政
府
機
関
の
役
割
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
地
域
に
お
け
る
非
政
府
組
織
で
あ
る

移
民
情
報
セ
ン
タ
ー
や
民
族
グ
ル
ー
プ
相
互
扶
助

組
織
の
果
た
す
役
割
も
大
き
く
、
日
々
の
生
活
支

援
や
相
談
業
務
に
応
じ
る
と
と
も
に
民
族
グ
ル
ー

プ
の
地
位
向
上
に
係
る
各
種
の
取
組
を
行
っ
て
い

る
。移

民
情
報
セ
ン
タ
ー
（M

igrant Resource 
C
entre

、
以
下
「
Ｍ
Ｒ
Ｃ
」
と
い
う
。）
は
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
に
到
着
し
て
間
も
な
い
移
民
（
主
に
難

民
等
の
人
道
的
見
地
か
ら
の
移
民
）
の
定
住
に
係
る

支
援
や
、
定
住
後
の
地
域
へ
の
調
和
を
図
る
た
め
の

各
種
の
事
業
を
行
う
非
政
府
組
織
で
、
都
市
部
及

び
地
方
部
の
移
民
が
多
く
居
住
す
る
地
域
に
設
置

さ
れ
、
現
在
Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
に
は
十
二
の
Ｍ
Ｒ
Ｃ
が
あ
る
。

シ
ド
ニ
ー
中
西
部
の
メ
ト
ロ
Ｍ
Ｒ
Ｃ
は
、
一
九
八

六
年
に
「
カ
ン
タ
ベ

リ
ー
・
バ
ン
ク
ス
タ

ウ
ン
Ｍ
Ｒ
Ｃ
」
と
し

て
設
立
さ
れ
た
が
、

近
年
、
周
辺
地
域
、

特
に
中
西
部
地
域

（Inner-w
est A

rea

）

に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
へ
の
需
要
の
高
ま
り
を
受
け
、

二
〇
〇
八
年
に
同
地
域
の
マ
リ
ッ
ク
ビ
ル
市
に
支
所

を
設
立
し
、
本
格
的
な
業
務
を
開
始
し
た
。

翌
〇
九
年
に
は
、
対
象
地
域
の
拡
大
に
伴
い
、

名
称
を
現
在
の
「
メ
ト
ロ
Ｍ
Ｒ
Ｃ
」
と
改
称
し
、
シ

ド
ニ
ー
中
心
地
域
に
お
け
る
Ｍ
Ｒ
Ｃ
と
し
て
、
サ
ー

ビ
ス
を
展
開
し
て
い
る
。

（１） 

移
民
、
難
民
へ
の
定
住
支
援

文
化
・
社
会
制
度
及
び
生
活
習
慣
の
違
い
に
つ

い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ

ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
開
催
し
て
い
る
。

ま
た
、
法
律
、
就
業
及
び
家
庭
に
関
す
る
相
談

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
り
、
定
住
に
伴
い
必
要
と

移
民
情
報
セ
ン
タ
ー

4

前
シ
ド
ニ
ー
事
務
所
所
長
補
佐　

 

甘
利　

昌
也
（
総
務
省
派
遣
）

非
政
府
組
織
の
取
組

特
集

cメトロMRCの入り口写真
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平
日
、
州
の
公
立

学
校
に
通
い
、
英
語

で
授
業
を
受
け
る
児

童
が
、
親
の
出
身
国

の
言
語
及
び
文
化
に

対
す
る
理
解
及
び
維

持
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
、
土
曜
日
ま
た
は
日
曜
日
に
公
立
学
校
の
校

舎
等
を
借
り
受
け
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
言
語
学
校
を

運
営
す
る
。

（５） 

民
族
グ
ル
ー
プ
の
窓
口
と
し
て
の
政
府
機
関
と

の
折
衝

民
族
グ
ル
ー
プ
と
し
て
実
施
す
る
事
業
に
対
す

る
補
助
金
受
給
に
係
る
政
府
機
関
へ
の
申
請
手
続

き
を
行
う
。
ま
た
、
民
族
グ
ル
ー
プ
か
ら
政
府
に

対
す
る
政
策
・
施
策
の
要
求
や
、
不
平
等
・
不
公

正
と
思
わ
れ
る
政
策
の
改
善
の
要
求
に
関
し
、
政

府
機
関
と
の
間
の
折
衝
の
窓
口
と
な
る
。

第
二
言
語
と
し
て
の
英
語
教
育
（English as a 

Second Language

、
以
下
「
Ｅ
Ｓ
Ｌ
」
と
い
う
。）

は
、
英
語
を
母
国
語
と
し
な
い
移
民
な
ど
が
、
日

常
生
活
に
お
い
て
必
要
と
な
る
英
語
を
第
二
言
語

と
し
て
学
習
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。

Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
が
運
営
す
る
公
立
の
初
等
学
校

（Prim
ary School

、
就
学
前
児
童
〜
六
年
生
を
担

す
る
事
業
の
内
容
や
程
度
は
多
様
で
あ
る
が
、
代

表
的
な
も
の
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

（１） 

定
住
サ
ポ
ー
ト
事
業

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
移
住
が
円
滑
に
行
わ
れ

る
よ
う
各
種
の
情
報
提
供
や
相
談
業
務
、
民
族
教

育
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
い
っ
た
事
業
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
社
会
奉
仕
活
動
等
を
通
じ
た
民
族
グ
ル

ー
プ
の
発
展
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
拡
大
を
図
る
取

組
を
実
施
す
る
。

（２） 

高
齢
者
移
民
に
対
す
る
支
援

高
齢
者
の
在
宅
介
護
を
支
援
す
る
た
め
の
介
護

者
の
派
遣
及
び
高
齢
者
デ
イ
ケ
ア
施
設
に
お
け
る

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
の
配
置
を
行
う
。

（３） 

各
種
イ
ベ
ン
ト
の
実
施

出
身
国
の
文
化
を
維
持
す
る
取
組
の
一
つ
と
し

て
母
国
文
化
・
芸
能
を
紹
介
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
実

施
す
る
。

（４） 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
言
語
学
校
の
運
営

な
る
行
政
文
書
の
作
成
を
支
援
す
る
な
ど
の
個
別

事
例
に
応
じ
た
支
援
が
行
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
公
共
料
金
（
電
気
・
ガ
ス
等
）
の
支

払
困
窮
者
に
対
し
て
は
財
政
支
援
を
行
っ
た
り
、

住
居
の
通
信
環
境
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
通

信
機
器
が
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
も
あ
る
。 

（２） 

住
居
環
境
整
備
に
係
る
支
援

州
住
宅
省
の
関
係
機
関
で
あ
る
シ
ド
ニ
ー
南
西

部
地
域
賃
貸
借
相
談
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
、
移
民

の
賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
を
支
援
す
る
。

（３） 

市
民
権
取
得
に
向
け
た
支
援

市
民
権
取
得
申
請
者
に
課
さ
れ
る
市
民
権
テ
ス

ト
（C

itizenship test

）
の
対
策
の
た
め
の
無
料
の

研
修
会
を
開
催
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

Ｍ
Ｒ
Ｃ
側
は
利
用
者
で
あ
る
移
民
と
の
信
頼
関
係

を
構
築
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
標
に
置
く
と
い
う
。

信
頼
関
係
の
上
に
立
ち
、
移
民
が
気
軽
に
話
せ
る

環
境
が
構
築
さ
れ
て
こ
そ
、
利
用
者
が
望
む
方
向

へ
の
支
援
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
自
立

に
向
け
た
一
歩
が
踏
み
出
せ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

同
一
出
身
国
の
移
民
ま
た
は
背
景
を
持
つ
者
が

集
ま
っ
た
民
族
グ
ル
ー
プ
相
互
扶
助
組
織
が
Ｎ
Ｓ

Ｗ
州
内
に
一
四
一
団
体
（
Ｃ
Ｒ
Ｃ
へ
の
届
出
ベ
ー
ス
）

存
在
し
、
各
組
織
が
民
族
グ
ル
ー
プ
の
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
社
会
に
お
け
る
地
位
向
上
及
び
生
活
環
境

改
善
を
図
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
。

組
織
の
規
模
や
構
成
員
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
展
開

民
族
グ
ル
ー
プ
相
互
扶
助
組
織

Ｅ
Ｓ
Ｌ
プ
ロ
グ
ラ
ム

cシドニー日本クラブ土曜日本語
学校（シティ校）授業風景

5

前
シ
ド
ニ
ー
事
務
所
所
長
補
佐　

 

森　

一
也
（
武
雄
市
派
遣
）

第
二
言
語
と
し
て
の
英
語
教
育

特
集



11　自治体国際化フォーラム　Jun.  2010

オーストラリアの
多文化主義政策

特集

当
）
及
び
中
等
学
校
（Secondary School

、
七

年
生
〜
十
二
年
生
を
担
当
）
で
は
、
体
系
的
に
Ｅ

Ｓ
Ｌ
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｓ
Ｌ
学
習
で
は
、
そ
の
必
要
度
を
明
確
に
把

握
す
る
た
め
に
英
語
習
得
度
が
三
段
階
に
分
け
ら

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
基
礎
レ
ベ
ル
で
あ
る
第
一
段

階
、
基
礎
的
な
言
語
運
用
能
力
を
身
に
つ
け
た
第

二
段
階
、
そ
し
て
様
々
な
場
面
で
自
分
の
意
思
を

表
現
で
き
る
第
三
段
階
で
構
成
さ
れ
る
。
一
方
Ｅ

Ｓ
Ｌ
学
生
の
学
習
の
進
捗
度
を
把
握
す
る
た
め
に
、

進
捗
度
別
に
Ｅ
Ｓ
Ｌ
学
生
の
達
成
事
項
を
定
め
た

六
段
階
の
Ｅ
Ｓ
Ｌ
ス
ケ
ー
ル
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
総
数
は
約
七

五
万
人
で
、
そ
の
二
八
・
九
％
の
約
二
二
万
人
は
英

語
を
母
国
語
と
し
な
い
児
童
生
徒
で
あ
る
。
ま
た

五
％
は
先
住
民
（
ア
ボ
リ
ジ
ニ
及
び
ト
レ
ス
海
峡

諸
島
民
）
の
系
統
を
持
つ
児
童
生
徒
で
あ
る
。

Ｅ
Ｓ
Ｌ
の
サ
ポ
ー
ト
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
は

全
体
の
一
七
・
九
％
に
あ
た
る
約
一
三
万
人
で
あ
る
。

ま
た
Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
に
新
た
に
入
っ
て
く
る
Ｅ
Ｓ
Ｌ
を

必
要
と
す
る
児
童
生
徒
数
は
年
間
六
千
か
ら
八
千

人
と
な
っ
て
い
る
。

初
等
学
校
レ
ベ
ル
で
の
Ｅ
Ｓ
Ｌ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
一

般
の
学
校
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
。
対
象
と
な
る
児

童
は
一
般
の
児
童
と
学
校
生
活
を
共
に
し
つ
つ
、
Ｅ

Ｓ
Ｌ
の
授
業
に
つ
い
て
は
別
な
ク
ラ
ス
が
用
意
さ
れ
、

日
常
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
英
語
を
習
得
す
る
。

児
童
が
公
立
初
等
学
校
に
入
学
・
編
入
す
る
場

合
、
学
校
長
は
児
童
の
過
去
の
就
学
歴
、
母
国
語
で

の
識
字
能
力
、
過
去
の
英
語
学
習
の
情
報
を
基
に
Ｅ

Ｓ
Ｌ
で
の
英
語
指
導
が
必
要
か
ど
う
か
を
判
断
し
、

児
童
の
能
力
に
応
じ
た
英
語
教
育
を
実
施
す
る
。

初
等
学
校
の
英
語
教
育
を
Ｅ
Ｓ
Ｌ
の
三
段
階
の
英

語
習
得
度
別
に
み
る
と
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
。

第
一
段
階
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｌ
の
対
象
児
童
の
み
の
教
室

で
Ｅ
Ｓ
Ｌ
教
員
資
格
を
持
っ
た
教
員
に
よ
る
英
語

の
授
業
が
行
わ
れ
る
。
一
般
の
教
科
科
目
に
つ
い
て

も
Ｅ
Ｓ
Ｌ
と
し
て
同
じ
教
室
で
授
業
が
行
わ
れ
る
。

あ
る
程
度
基
礎
レ
ベ
ル
が
身
に
つ
い
た
段
階
で
第

二
段
階
へ
進
む
。
こ
こ
で
は
Ｅ
Ｓ
Ｌ
の
授
業
と
一
般

の
授
業
を
受
け
る
。
対
象
児
童
は
一
般
ク
ラ
ス
で
他

の
児
童
と
と
も
に
一
般
教
科
科
目
の
授
業
を
受
け
、

Ｅ
Ｓ
Ｌ
の
時
間
の
み
ク
ラ
ス
か
ら
離
れ
て
Ｅ
Ｓ
Ｌ
の

教
室
で
学
習
す
る
。
一
般
ク
ラ
ス
で
の
授
業
に
際
し

て
は
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
が
付
き
添
い
支
援
す
る
。

さ
ら
に
英
語
能
力
が
向
上
し
学
習
に
支
障
が
な

く
な
る
に
連
れ
、
一
般
ク
ラ
ス
で
過
ご
す
時
間
が
長

く
な
る
。（
こ
の
段
階
を
一
般
的
に
第
三
段
階
と
み

な
し
て
い
る
。）

Ｅ
Ｓ
Ｌ
は
、
各
学
校
が
定
め
る
Ｅ
Ｓ
Ｌ
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、

学
校
の
置
か
れ
た
状
況
（
Ｅ
Ｓ
Ｌ
生
徒
の
数
や
入
校

前
の
教
育
状
況
な
ど
）
を
勘
案
し
、
公
立
学
校
を

所
管
す
る
教
育
訓
練
省
が
定
め
た
「
国
語
と
し
て

の
英
語
指
導
要
領
」
や
「
Ｅ
Ｓ
Ｌ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

枠
組
み
（ESL C

urriculum
 Fram

ew
ork K

-6
）」

な
ど
を
参
考
に
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

Ｅ
Ｓ
Ｌ
の
習
熟
度
を
判
定
す
る
た
め
、
三
年
生

と
五
年
生
の
児
童
を
対
象
に
基
礎
学
力
テ
ス
ト
（
Ｂ

Ｓ
Ｔ

：Basic Skills Tests

）
が
あ
る
。

指
導
内
容
に
つ
い
て
は
、
低
学
年
で
は
、
児
童
の

学
習
意
欲
を
維
持
さ
せ
る
配
慮
の
下
、
ゲ
ー
ム
感

覚
で
楽
し
み
な
が
ら
英
語
を
学
習
で
き
る
よ
う
に

構
成
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
シ
ド
ニ
ー
南
部
に

あ
る
テ
ン
ピ
公
立
初
等

学
校
で
は
、
日
付
や
曜

日
、
天
気
な
ど
が
記
さ

れ
た
ボ
ー
ド
を
使
っ

て
、
児
童
が
朝
起
き
て

感
じ
た
こ
と
や
、
昨
日

し
た
こ
と
な
ど
を
発
表
し
た
り
、
ま
た
単
語
カ
ー
ド

を
用
い
て
パ
ズ
ル
感
覚
で
文
章
を
作
成
す
る
練
習
し

た
り
す
る
な
ど
の
手
法
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

高
学
年
に
な
る
と
、
生
活
に
よ
り
近
い
場
面
を

設
定
し
て
英
語
を
学
習
す
る
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
シ
ド
ニ
ー
西
部
の
リ
バ
プ
ー
ル
公
立
初
等
学
校

で
は
、
家
庭
で
の
お
菓
子
作
り
の
場
面
を
設
け
、
ケ

ー
キ
作
り
の
実
践
を

通
し
て
、
材
料
名
や

調
理
器
具
、
調
理
方

法
と
い
っ
た
実
生
活
で

用
い
る
英
語
表
現
の

学
習
を
行
っ
て
い
る
。

中
等
教
育
段
階
で
の
Ｅ
Ｓ
Ｌ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
の
児
童
生
徒
の
現
状

初
等
学
校

（
就
学
前
児
童
〜
六
年
生
）

cレミントン（お菓子）づ
くりを通じた英語学習
（リバプール公立学校）

c単語カードを用いた文章
作成練習（テンピ公立学校）

中
等
学
校

（
七
年
生
〜
十
二
年
生
）
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認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
運
用
で
は
各
学
校
が
生
徒
の

平
均
的
な
能
力
等
に
応
じ
て
在
籍
期
間
を
設
定
し

て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
三
〇
週
か
ら
四
〇

週
間
在
籍
す
る
。

生
徒
は
英
語
教
育
施
設
で
の
学
習
修
了
後
は
、

そ
れ
ぞ
れ
地
元
の
一
般
の
中
等
学
校
に
編
入
し
、
一

般
の
生
徒
と
学
習
す
る
こ
と
に
な
る
。

Ｅ
Ｓ
Ｌ
教
育
を
担
当
す
る
教
員
は
、
初
等
学
校

ま
た
は
中
等
学
校
の
教
員
資
格
を
保
有
し
、
か
つ

非
英
語
使
用
者
へ
の
英
語
教
育
（Teaching 
E
nglish to Speakers of O

ther Languages

、

以
下
「
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｌ
」
と
い
う
。）
履
修
コ
ー
ス
を

修
了
し
た
者
と
さ
れ
、
こ
の
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｌ
は
大
学

ま
た
は
大
学
院
に
お
い
て
履
修
す
る
。

ま
た
、
新
任
の
Ｅ
Ｓ
Ｌ
教
員
に
つ
い
て
は
、
Ｎ
Ｓ

Ｗ
州
教
育
訓
練
省
が
提
供
す
る
Ｅ
Ｓ
Ｌ
オ
リ
エ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
教
育
技
術
を
養

成
し
て
い
る
。

現
在
、
約
一
七
〇
〇
人
の
教
員
が
Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
内
の

公
立
学
校
に
お
い
て
Ｅ
Ｓ
Ｌ
に
従
事
し
て
い
る
。

Ｅ
Ｓ
Ｌ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
教
員
が
各
学
校
に
置

か
れ
、
児
童
生
徒
の
学
習
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い

る
。
シ
ド
ニ
ー
中
心
部
に
あ
る
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
ス

ト
リ
ー
ト
Ｉ
Ｅ
Ｈ
Ｓ
で
は
、
生
徒
が
新
し
い
環
境
に

慣
れ
る
よ
う
に
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ

フ
を
置
い
て
、
生
徒
の
学
習
面
で
の
支
援
を
行
う

ほ
か
、
保
護
者
と
学
校
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
支
援
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
連
携
し
た
一
般
学
校

へ
の
円
滑
な
移
行
を
促
す
な
ど
の
取
組
も
行
っ
て

い
る
。

Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
で
は
、
公
立
病
院
等
に
お
い
て
英
語

に
不
慣
れ
な
住
民
に
も
公
平
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
医
療
通
訳
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
医
療
機
関
に
は
一
般
開
業
医

対
象
生
徒
が
一
定
期
間
、
Ｅ
Ｓ
Ｌ
専
門
の
ク
ラ
ス
に

編
入
さ
れ
実
施
さ
れ
る
。
日
常
生
活
に
必
要
な
英

語
に
加
え
て
、
教
科
科
目
の
学
習
に
必
要
な
英
語

力
の
修
得
に
も
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

生
徒
は
、
学
区
の
公
立
学
校
に
入
学
・
編
入
す

る
前
に
、
州
政
府
が
管
轄
す
る
英
語
教
育
施
設
で

あ
る
集
中
英
語
セ
ン
タ
ー
（Intensive English 

C
entre

、
以
下
「
Ｉ
Ｅ
Ｃ
」
と
い
う
。）
や
集
中
英

語
学
校
（Intensive English H

igh School

、
以

下
「
Ｉ
Ｅ
Ｈ
Ｓ
」
と
い
う
。）
な
ど
に
入
り
、
Ｅ
Ｓ

Ｌ
対
象
の
生
徒
だ
け
で
編
成
さ
れ
た
ク
ラ
ス
に
お

い
て
、
一
般
の
学
校
で
の
授
業
に
つ
い
て
い
け
る
程

度
ま
で
英
語
を
学
習
す
る
。
Ｉ
Ｅ
Ｃ
は
広
域
単
位

で
拠
点
と
な
る
一
般
の
中
等
学
校
に
併
設
さ
れ
て

お
り
、
Ｉ
Ｅ
Ｈ
Ｓ
は
Ｅ
Ｓ
Ｌ
を
専
門
と
し
た
独
立
の

学
校
で
、
主
に
難
民
等
で
英
語
教
育
を
受
け
た
経

験
が
少
な
い
生
徒
が
対
象
と
さ
れ
る
。

Ｉ
Ｅ
Ｃ
及
び
Ｉ
Ｅ
Ｈ
Ｓ
入
学
時
に
は
筆
記
テ
ス

ト
と
面
接
に
よ
る
英
語
能
力
テ
ス
ト
が
実
施
さ
れ
、

そ
の
結
果
を
基
に
、
生
徒
の
年
齢
と
能
力
に
応
じ

た
ク
ラ
ス
に
編
入
さ
れ
る
。

Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
教
育
訓
練
省
が
作
成
し
た
、
学
校
向

け
の
Ｅ
Ｓ
Ｌ
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
在
籍
期
間

は
、
生
徒
の
置
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
も

の
の
、
母
国
で
継
続
的
な
英
語
学
習
の
経
験
を
持

つ
生
徒
に
つ
い
て
は
最
大
で
三
〇
週
間
。
身
体
障

害
、
学
習
障
害
、
精
神
的
適
応
の
理
由
で
英
語
を

学
ぶ
こ
と
が
困
難
な
状
況
あ
っ
た
生
徒
に
つ
い
て
は

上
限
が
四
〇
週
間
と
な
り
、
さ
ら
に
、
家
庭
の
事

情
や
病
気
等
で
継
続
し
て
学
習
が
で
き
な
か
っ
た

生
徒
は
追
加
で
一
学
期
間
（
一
〇
週
分
）
の
延
長
が

Ｅ
Ｓ
Ｌ
補
助
教
員
の
役
割

医
療
機
関
の
種
類

Ｅ
Ｓ
Ｌ
教
員
資
格
と
教
員
数

6

前
シ
ド
ニ
ー
事
務
所
所
長
補
佐　

 

与
那
嶺　

隆
（
沖
縄
県
派
遣
）

公
的
医
療
機
関
に
お
け
る

医
療
通
訳
制
度

特
集
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特集

設
を
管
轄
す
る
機
関
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
う
ち

の
一
つ
で
あ
る
シ
ド
ニ
ー
南
西
地
域
保
健
サ
ー
ビ
ス

（Sydney South W
est A

rea H
ealth Service

）

は
、
面
積
約
六
千
四
百
k㎡
、
十
五
の
地
方
自
治
体

区
域
を
包
含
し
、
人
口
約
一
三
〇
万
人
（
州
の
約

十
九
％
）
の
地
域
を
管
轄
し
て
い
る
。
人
口
の
三

九
％
が
家
庭
で
英
語
以
外
の
言
語
を
使
用
し
て
お

り
、
八
つ
の
地
域
保
健
サ
ー
ビ
ス
管
轄
の
中
で
最

も
民
族
的
に
多
様
性
の
あ
る
地
域
で
あ
る
。

（１） 

医
療
通
訳
派
遣
の
流
れ

同
地
域
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
下
に
医
療
通
訳
派
遣
サ

ー
ビ
ス
（H
ealth Language Services

）
が
置
か

れ
て
い
る
。
管
轄
地
域
内
の
公
立
病
院
な
ど
の
公
的

医
療
機
関
の
医
者
や
担
当
者
は
医
療
通
訳
が
必
要

に
な
っ
た
場
合
に
、
医
療
通
訳
派
遣
サ
ー
ビ
ス
の
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
電
話
を
し
通
訳
者
の
予
約
を
取
る
。

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
は
九
人
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が

配
置
さ
れ
、
二
四
時
間
態
勢
で
予
約
を
受
け
付
け

て
い
る
。
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
通
訳
者
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
で
結
ば
れ
て
お
り
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
端
末
に
患
者
の
予
約
情
報
を
入
力

す
る
と
、
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
通
訳
者
に
情
報
が

伝
達
さ
れ
、
通
訳
者
は
自
身
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
端

末
で
情
報
を
視
認
し
、
端
末
上
で
確
認
し
た
こ
と

を
操
作
す
る
こ
と
で
予
約
が
完
了
す
る
。
通
訳
者

は
予
定
の
日
時
に
病

院
に
出
向
き
通
訳
を

行
う
。
緊
急
時
に
対

応
す
る
た
め
、
救
急

病
棟
か
ら
の
回
線
は

混
雑
時
で
も
優
先
的

に
つ
な
が
る

よ
う
考
慮
さ

れ
て
い
る
。

患
者
が
公

立
病
院
等
で

診
療
を
受
け

る
場
合
は
、

医
療
通
訳
利
用
に
か
か
る
費
用
負
担
は
な
く
、
州

の
地
域
保
健
サ
ー
ビ
ス
が
負
担
す
る
。

同
機
関
で
は
写
真
に
あ
る
よ
う
な
医
療
通
訳
手

配
依
頼
カ
ー
ド
を
作
成
し
て
病
院
な
ど
で
配
布
し

て
お
り
、
患
者
が
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
で
、

患
者
が
必
要
と
す
る
言
語
の
判
別
を
容
易
に
し
、

医
療
通
訳
の
手
配
を
し
や
す
く
す
る
よ
う
便
宜
が

図
ら
れ
て
い
る
。

常
勤
の
通
訳
者
は
、
地
域
内
の
公
立
病
院
と
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ヘ
ル
ス
セ
ン
タ
ー
に
設
け
ら
れ
た
待

機
場
所
で
待
機
し
、
連
絡
を
受
け
る
と
直
ち
に
現

場
に
出
向
く
こ
と
が
で
き
る
態
勢
と
な
っ
て
い
る
。

通
訳
者
の
配
置
に
当
た
っ
て
は
、
国
勢
調
査
等
の

結
果
か
ら
そ
の
地
域
で
話
し
手
の
多
い
言
語
へ
の

対
応
が
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
地
域
の
需
要
に
応
じ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
非
常
勤
の
通
訳
者
は
、
特
定
の
場
所
で

の
待
機
の
必
要
は
な
く
、
事
前
に
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

に
通
知
し
て
い
る
都
合
の
つ
く
時
間
の
範
囲
内
で
、

依
頼
を
受
け
る
。

同
機
関
で
一
日
に
受
け
る
電
話
は
約
四
〇
〇
件
。

約
九
割
が
現
場
に
出
向
い
て
の
対
面
式
の
通
訳
で

あ
る
。
そ
れ
以
外
に
、
緊
急
の
場
合
や
遠
隔
地
の

場
合
な
ど
は
電
話
を
通
じ
た
通
訳
を
行
う
こ
と
も

（
Ｇ
Ｐ

：G
eneral Practitioner

）、
専
門
医
、
公
立

病
院
及
び
私
立
病
院
が
あ
る
。
患
者
は
緊
急
の
場

合
を
除
き
、
ま
ず
か
か
り
つ
け
医
で
あ
る
Ｇ
Ｐ
の
診

察
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
専
門
医
、
病
院
等
に

紹
介
さ
れ
診
療
・
治
療
を
受
け
る
。
専
門
医
、
病

院
で
の
治
療
は
Ｇ
Ｐ
の
診
察
を
前
提
と
し
て
い
る
。

（１） 

サ
ー
ビ
ス
創
設
の
背
景

従
来
の
医
療
現
場
で
は
、
英
語
に
不
慣
れ
な
患

者
は
医
療
を
受
け
る
際
、
家
族
や
親
族
、
友
人
等

に
通
訳
を
依
頼
し
て
い
た
が
、
専
門
的
知
識
や
英

語
力
の
不
足
に
起
因
す
る
誤
訳
や
重
篤
な
病
気
告

知
の
際
の
通
訳
者
の
精
神
的
苦
痛
な
ど
様
々
な
問

題
が
生
じ
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
態
に
対
応
す
る

た
め
、
Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
で
は
、
一
九
七
二
年
に
公
的
医
療

機
関
に
お
け
る
医
療
通
訳
サ
ー
ビ
ス
が
試
行
的
に

開
始
さ
れ
、
五
年
後
の
七
七
年
か
ら
本
格
的
な
運

用
が
開
始
さ
れ
た
。

（２） 

基
本
方
針

医
療
通
訳
サ
ー
ビ
ス
は
、
専
門
的
な
医
療
を
行

う
公
立
病
院
等
に
お
い
て
、
誰
で
も
等
し
く
安
心

し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
患
者
の
文
化
的

背
景
を
も
理
解
し
た
通
訳
者
が
職
業
と
し
て
サ
ー

ビ
ス
提
供
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。

保
健
医
療
を
担
当
す
る
州
保
健
省
は
州
内
を
八

地
域
に
分
け
、
地
域
内
の
病
院
及
び
保
健
管
理
施

Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
政
府
に
よ
る

医
療
通
訳
派
遣
サ
ー
ビ
ス

シ
ド
ニ
ー
南
西
地
域

保
健
サ
ー
ビ
ス

cオペレーターによる予約受
付の様子

c医療通訳手配依頼カード
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あ
り
、
最
近
で
は
テ
レ
ビ
電
話
を
通
じ
た
通
訳
も

増
え
つ
つ
あ
る
。
技
術
は
確
立
し
て
い
る
も
の
の
テ

レ
ビ
電
話
で
の
通
訳
に
は
機
密
性
な
ど
に
課
題
が

あ
る
と
さ
れ
る
。

（２） 
医
療
通
訳
者
の
人
材
確
保
・
養
成

同
機
関
で
、
対
応
可
能
な
言
語
は
手
話
も
含
め

て
一
三
〇
言
語
。
通
訳
者
は
一
〇
〇
人
が
常
勤
で
、

四
五
〇
人
が
契
約
に
よ
り
非
常
勤
で
雇
用
さ
れ
て

い
る
。
需
要
の
高
い
言
語
の
通
訳
者
が
常
勤
と
し

て
多
く
雇
用
さ
れ
、
需
要
の
低
い
言
語
の
通
訳
者

は
非
常
勤
と
し
て
登
録
さ
れ
、
ま
た
、
他
の
地
域

で
も
重
複
し
て
登
録
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
利
用

頻
度
の
高
い
言
語
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
北
京
語
、

広
東
語
、
ベ
ト
ナ
ム
語
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

州
の
公
的
医
療
機
関
で
は
、
資
格
の
な
い
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
通
訳
を
使
用
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い

る
。
生
命
に
関
わ
る
通
訳
に
は
高
い
資
質
と
職
業
倫

理
の
保
持
が
求
め
ら
れ
、
正
当
な
報
酬
を
支
払
う

べ
き
と
の
考
え
に
よ
る
。
州
の
方
針
で
は
、
公
的
医

療
機
関
で
の
通
訳
に
は
、
全
国
統
一
の
通
訳
認
定
機

関
に
よ
る
認
証
を
受
け
た
通
訳
者
で
あ
る
こ
と
を

前
提
に
、
医
療
の
専
門
用
語
を
理
解
し
、
特
別
な

訓
練
を
受
け
、
公
的
医
療
シ
ス
テ
ム
に
精
通
し
た
専

門
性
の
あ
る
通
訳
者
を
使
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

質
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
通
訳
者
は
実
際
に

報
酬
を
受
け
る
専
門
職
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
た
め

に
、
集
中
適
応
講
習
、
医
学
専
門
用
語
研
修
、
定

期
講
習
な
ど
州
政
府
が
費
用
を
負
担
し
て
実
施
す

る
い
く
つ
か
の
研
修
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

通
訳
者
に
支
払
う
報
酬
は
、
常
勤
の
場
合
、
資

格
と
能
力
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
年
間
平
均
約
四

万
八
千
豪
ド
ル
程
度
。
非
常
勤
の
場
合
は
実
働
時

間
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
。

公
的
医
療
機
関
の
通
訳
者
と
し
て
活
躍
し
て
い

る
方
の
話
に
よ
れ
ば
、「
医
療
通
訳
に
お
い
て
は
、

ま
ず
言
葉
の
置
換
え
だ
け
で
は
務
ま
ら
ず
、
文
化

背
景
の
違
い
の
理
解
に
立
っ
た
通
訳
が
必
要
で
あ

り
、
語
学
能
力
の
高
さ
よ
り
、
む
し
ろ
経
験
が
重

要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
関
係
上
、

与
え
ら
れ
る
情
報
が
極
め
て
限
定
さ
れ
る
中
で
患

者
の
容
態
な
ど
を
推
測
す
る
に
は
経
験
が
役
に
立

つ
。
医
療
現
場
で
の
通
訳
に
際
し
て
は
独
自
の
ル

ー
ル
や
自
制
す
べ
き
こ
と
が
あ
り
、
例
え
ば
、
通

訳
者
の
主
観
を
交
え
な
い
た
め
、
医
者
が
言
っ
た

こ
と
も
、
患
者
が
言
っ
た
こ
と
も
、
必
ず
そ
の
ま
ま

「
私
は
…
」
と
一
人
称
を
用
い
て
訳
す
る
。
ま
た
、

患
者
及
び
親
族
に
無
用
な
心
配
を
与
え
な
い
た
め

に
表
情
を
あ
ま
り
出
さ
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る

と
い
っ
た
こ
と
に
も
配
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
た
公
的
医
療
通
訳
サ
ー
ビ
ス
は
公

立
病
院
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ヘ
ル
ス
セ
ン
タ
ー
な
ど

の
公
的
医
療
機
関
で
の
み
提
供
さ
れ
て
い
る
。
患

者
が
最
初
に
受
診
す
る
Ｇ
Ｐ
や
専
門
医
、
私
立
病

院
の
場
合
に
は
、
医
者
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
、

既
述
の
連
邦
政
府
の
提
供
す
る
通
訳
サ
ー
ビ
ス
の

医
者
優
先
回
線
（D

octor ,s Priority Line

、
無

料
）
を
利
用
す
る
か
、
医
師
、
病
院
が
提
携
す
る

通
訳
者
や
患
者
自
身
で
手
配
す
る
通
訳
者
の
サ
ー

ビ
ス
を
有
料
で
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
Ｇ
Ｐ
や
専
門
医
に
お
い
て
は
、
主
要
な
民

族
グ
ル
ー
プ
で
は
大
都
市
を
中
心
に
そ
の
民
族
の

言
語
を
話
す
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
医
者
が
お
り
、
各

民
族
の
言
語
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
積
極
的
に
移
民
を
受
け
入
れ
る
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
多
く
の
民

族
出
身
者
が
医
師
と
し
て
移
民
し
、
当
地
で
医
師

の
登
録
を
し
て
い
る
ほ
か
、
当
地
で
新
た
に
医
師

と
し
て
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
。

公
立
病
院
以
外
の
医
療
機
関
で

の
言
語
の
対
応

医
療
通
訳
者
の
実
際

7

前
シ
ド
ニ
ー
事
務
所
所
長
補
佐　

 

甘
利　

昌
也
（
総
務
省
派
遣
）

多
文
化
主
義
政
策
を
取
り
巻
く

最
近
の
状
況

特
集

最
近
の
世
界
各
地
で
発
生
す
る
テ
ロ
事
件
、
あ

る
い
は
二
〇
〇
五
年
十
二
月
に
シ
ド
ニ
ー
南
部
ク
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ー
バ
カ
ン
氏
は
、「
こ
の
十
数
年
を
通
じ
て
、
我
々

は
、
多
文
化
主
義
及
び
寛
容
性
を
失
っ
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
我
々
の
文
化
多
様
性
へ
の
価
値
を
認

め
る
寛
容
へ
の
責
任
意
識
が
希
薄
と
な
り
、
我
々

の
社
会
の
重
要
な
骨
格
を
弱
め
、
分
裂
、
人
種
的

民
族
的
不
寛
容
と
衝
突
の
永
続
化
を
導
い
た
。

我
々
に
は
多
文
化
主
義
以
外
に
社
会
を
結
束
さ
せ
、

国
家
を
強
固
に
か
つ
弾
力
的
な
も
の
に
導
く
も
の

は
な
い
。」
と
多
文
化
主
義
の
支
持
意
見
を
論
じ
て

い
る
。

ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
の
移
民
多

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
の
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ジ
ャ
ッ

プ
氏
は
、「
特
定
の
出
身
国
あ
る
い
は
文
化
的
背
景

の
み
持
つ
者
を
真
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
で
あ
る
と

国
民
が
考
え
続
け
る
限
り
は
、
そ
こ
に
社
会
的
な

調
和
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
多
文
化
主
義
が
、

州
・
特
別
地
域
の
政
策
で
は
な
く
、
国
家
政
策
の

中
心
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
ま
で
は
、
多
文
化
主

義
は
機
能
し
な
い
だ
ろ
う
。」
と
連
邦
政
府
が
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
論
じ
て

い
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社
会
に
お
い
て
多
文
化
主
義

の
思
想
が
社
会
の
各
層
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
は
、

我
々
事
務
所
職
員
が
生
活
を
す
る
中
で
感
じ
る
街

並
み
の
文
化
的
多
様
性
、
あ
る
い
は
豊
富
な
多
言

語
情
報
、
そ
し
て
何
よ
り
民
族
的
に
多
様
な
背
景

を
持
ち
な
が
ら
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
と
し
て
誇

り
を
持
ち
日
々
の
生
活
を
送
る
当
地
の
人
々
の
姿

か
ら
強
く
感
じ
取
れ
る
。

ま
た
、
日
々
の
生
活
で
も
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社

会
が
提
供
す
る
多
文
化
社
会
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス

の
恩
恵
を
受
け
、
外
国
で
の
生
活
を
過
ご
し
や
す

い
も
の
に
し
て
く
れ
て
い
る
。

多
文
化
主
義
は
、
社
会
に
寛
容
の
精
神
を
育
む

だ
け
で
な
く
、
社
会
経
済
の
発
展
に
大
き
く
貢
献

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
世
界
各
地
域
か
ら
の
移
民
が
も
た
ら

す
新
た
な
発
想
や
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
用
い
て
経

済
の
活
性
化
を
図
っ
た
り
、
文
化
的
多
様
性
の
あ

る
街
並
み
を
観
光
資
源
と
し
て
活
用
し
誘
客
を
図

っ
た
り
す
る
な
ど
の
取
組
に
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
多
く
の
民
族
が
集
ま
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
は
世
界
の
縮
図
で
あ
り
、
各
国
で
の
市
場
開
拓

に
先
立
ち
商
品
を
試
行
的
に
販
売
し
民
族
ご
と
の

反
応
を
検
証
す
る
多
国
籍
企
業
も
あ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
移
民
に
対
す
る
英
語
学
習
と
母
国
語
維

持
の
奨
励
は
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
人
口
の
拡
大
に
つ
な

が
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
目
覚
し
い
世
界
経

済
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
従
来
の
資
源
輸

出
に
牽
引
さ
れ
る
形
で
の
経
済
発
展
か
ら
脱
却
を

図
り
、
将
来
的
に
発
展
を
遂
げ
て
行
く
た
め
の
基

盤
に
も
見
え
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
多
文
化
主
義
は
決
し
て

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
は
な
く
社
会
に
多
く
の
恩

恵
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
生
活

者
と
し
て
も
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
。

ロ
ヌ
ラ
ビ
ー
チ
で
発
生
し
た
中
東
系
住
民
と
白
色

住
民
が
激
し
く
衝
突
し
た
人
種
暴
動
は
、
多
文
化

主
義
の
意
義
に
つ
い
て
改
め
て
議
論
を
巻
き
起
こ

し
た
。

最
後
に
、
近
年
論
じ
ら
れ
て
い
る
多
文
化
主
義

に
関
す
る
疑
問
・
批
判
の
意
見
、
あ
る
い
は
支
持

す
る
意
見
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

〇
六
年
に
評
論
家
の
グ
レ
ッ
グ
・
ク
ラ
ン
シ
ー

氏
は
、
自
著
の
書
籍
に
お
い
て
「
多
文
化
主
義
は

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社
会
の
分
断
、
国
家
の
結
束
を

弱
体
化
さ
せ
た
。
こ
の
結
果
、
犯
罪
と
社
会
の
腐

敗
を
導
く
と
と
も
に
国
家
安
全
体
制
に
悪
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
と
な
っ
た
。」
と
こ
れ
ま
で
政
府
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
多
文
化
主
義
政
策
を
批

判
し
た
。

ラ
ト
ロ
ー
ブ
大
学
の
歴
史
研
究
グ
ル
ー
プ
リ
ー

ダ
ー
の
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
ス
ト
氏
は
、
多
文
化
主
義
の

難
し
さ
は
、
そ
れ
が
多
様
性
の
み
で
表
現
さ
れ
、

共
通
性
と
い
う
点
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か

ら
と
述
べ
、「
多
文
化
主
義
」
と
い
う
言
葉
に
代
わ

る
も
の
と
し
て
、「
多
様
な
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
」
あ

る
い
は
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
」
と
表
現
す
る
方
が
適

当
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
コ
ー
ス
ト
大
学
の
多
文
化
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
発
展
セ
ン
タ
ー
副
所
長
の
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
バ

多
文
化
主
義
に
対
す
る

疑
問
・
批
判

多
文
化
主
義
に
対
す
る
支
持

結
び
に


